
医療法人湖青会 志賀の里デイサービスセンター 

 介護予防認知症対応型通所介護 / 認知症対応型通所介護 

 重要事項説明書  

 

令和６年４月１日改定  

１．事業の目的 

医療法人湖青会が開設する志賀の里デイサービスセンターが行う、指定（介護予防）認知症対応

型通所介護事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管

理者や職員が、要支援・要介護状態であって認知症の状態にある者に対し、適正な指定（介護予防）

認知症対応型通所介護を提供することを目的とする。 

 

２．法人の概要 

法 人 名 医療法人湖青会（イリョウホウジン コセイカイ） 

所 在 地 滋賀県大津市和邇高城２６０番地の１ 

代表者氏名 理事長 井上 徹也 

電 話 番 号 (０７７)５９４－０１１０ 

 

３．事業所の概要 

事 業 所 名 医療法人湖青会 志賀の里デイサービスセンター 

所 在 地 滋賀県大津市和邇高城２７０番地の２ 

管理者氏名 澤井 ゆかり 

事業所番号 ２５７０１０１７３９ 

電 話 番 号

 
（０７７）５９４－０３２６ 

ＦＡＸ番号 （０７７）５９４－０３３３ 

 



４．内容・提供場所等 

内 容 

認知症のある方に対して、入浴および排泄・食事等に関する介護、生活

等に関する相談および助言、健康状態のチェック、その他本人に必要な

日常生活上の世話、送迎、機能訓練等を提供します。 

提 供 場 所  大津市和邇高城２７０番地の２ 志賀の里デイサービスセンター 

利 用 日 月・水・金（ 休み：火・木・土・日曜日、年末年始 ） 

営 業 時 間 ８：３０～１７：００ 

サービス提供時間 ９：１５～１６：４５ 

利 用 定 員 １２人（１日につき） 

通常の事業の 

実 施 地 域 

大津市小学校区 

（小松・木戸・和邇・小野・伊香立・真野北・真野・堅田） 

利 用 設 備  食堂兼機能訓練室、静養室、相談室、事務室、浴室、便所、送迎車等 

 

５．職員の勤務体制・職務内容 

従業員の職種 勤 務 体 制・職務内容 

管 理 者 
１名 

※事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。 

生 活 相 談 員 
 名 

※利用者の生活相談・利用実施状況の把握などを行います。 

介 護 職 員 

令和  年  月  日 現在 

（常勤職員  名 ／ 非常勤職員  名） 

※利用者の心身状況を把握し、事業所のサービス計画に基づく、入浴、 

排泄、食事その他日常生活の介護、援助業務等を行います。 

機能訓練指導員 

１名 

※日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行

います。 

      

 

 

 

 



６．主に提供するサービスの概要 

種 類 概 要 

送 迎 
専用送迎車を用いて、自宅～事業所間を安全に送迎させていただきま

す。 

健康チェック 

利用日の血圧・脈拍・体温を測定し、本人の健康状態の把握に努めます。

また、家族・担当介護支援専門員・担当医との連携を密に取り、状態の

悪化や疾病の早期発見に努めます。 

排泄の介助 

本人の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立につ

いても適切な援助を行います。 

おむつを使用されている方については適宜の交換を行います。 

入浴の介助 個々に応じた適切な介助を行い、身体の清潔を保ちます。 

食事の介助 

栄養士の立てる献立表により、栄養管理と本人の身体状況に配慮した食

事を提供いたします。ゆっくりと本人のペースで食事していただけるよ

う配慮します。 

機 能 訓 練 日常生活を営むのに必要な機能が減退しないように努めます。 

生 活 相 談 
当事業所は、本人およびその家族からのいかなる相談についても、 

誠意をもって対応し、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

各種ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 
季節感を大切に、生きがいや楽しみを感じていただけるような行事や催

しを行い、本人の力を引き出す工夫を行います。 

 

７．利用料 

（１）認知症対応型通所介護費等（介護保険適用サービス） 
・ 介護保険が適用される方については、原則として提供した（介護予防）認知症対応型通所介護

費の介護保険負担割合証に記載された割合の額をいただきます。 

・ 但し、本人が以前に保険料の滞納がある場合は、本人より「厚生労働大臣の定める基準額」を

いただき、当事業所が発行するサービス提供証明書をもって、差額の払い戻しを受ける事がで

きます。 

・ 介護給付費は単位数で表示され、暦月ごとの単位数合計に地域区分割合を乗じて換算します。

大津市は地域区分５級地に該当し、当事業所の（介護予防）認知症対応型通所介護費は１単位

を地域区分割合１０．５５円で換算します。 

 

  



〈介護保険給付対象サービス〉              

「厚生労働大臣の定める基準額」の自己負担分 ＜通常のサービス提供時間：７～８時間未満＞ 

 

 ３～４時間未満 ４～５時間未満 ５～６時間未満 ６～７時間未満 ７～８時間未満 8～9 時間未満 

要支援

１ 

５０２円 

（１割） 

１，００３円 

（２割） 

１，５０４円 

  （3 割） 

５２５円 

（１割） 

１，０４９円

（２割） 

１，５７３円 

  （3 割） 

７８２円 

 （１割） 

１，５６４円

（２割） 

２，３４６円 

  （3 割） 

８０２円 

 （１割） 

１，６０４円

（２割） 

２，４０６円 

  （3 割） 

９０９円 

  （１割） 

１，８１７円 

（２割） 

２，７２５円 

  （3 割） 

９３７円 

  （１割） 

１，８７４円 

（２割） 

２，８１１円 

  （3 割） 

要支援

２ 

５５５円 

 （１割） 

１，１１０円 

（２割） 

１，６６５円 

  （3 割） 

５８２円  

（１割） 

１，１６３円 

（２割） 

１，７４４円 

  （3 割） 

８7４円  

（１割） 

１，７４７円 

（２割） 

２，６２１円 

  （3 割） 

８9８円  

（１割） 

１，７９６円 

（２割） 

２，６９４円 

  （3 割） 

１，０１４円

（１割） 

２，０２８円 

（２割） 

３，０４２円 

  （3 割） 

１，０４６円

（１割） 

２，０９１円 

（２割） 

３，１３７円 

  （3 割） 

要介護

１ 

５73 円  

（１割） 

１，１４6 円 

（２割） 

１，７１9 円 

  （3 割） 

  601 円

（１割） 

１，２０１円

（２割） 

１，８０１円 

  （3 割） 

906 円  

（１割） 

１，8１１円 

（２割） 

２，７１６円 

  （3 割） 

９2９円  

（１割） 

１，８5７円 

（２割） 

２，７８６円 

  （3 割） 

１，０４９円

（１割） 

２，０９８円 

（２割） 

３，１４６円 

  （3 割） 

１，０８３円

（１割） 

２，１６５円 

（２割） 

３，２４８円 

  （3 割） 

要介護

２ 

６３０円 

 （１割） 

１，２６０円 

（２割） 

１，８９０円 

  （3 割） 

 ６６1 円 

（１割） 

１，３２１円 

（２割） 

１，９８２円 

  （3 割） 

１，００３円 

（１割） 

２，００５円 

（２割） 

３，００７円 

  （3 割） 

１，０２８円 

（１割） 

２，０５５円

（２割） 

３，０８３円 

  （3 割） 

１，１６３円 

（１割） 

２，３２６円 

（２割） 

３，４８８円 

  （3 割） 

１，２００円 

（１割） 

２，３９９円 

（２割） 

３，５９９円 

  （3 割） 

要介護

３ 

６８９円 

 （１割） 

１，３７８円 

（２割） 

２，０６７円 

  （3 割） 

 ７２２円 

（１割） 

１，４４４円

（２割） 

２，１６５円 

  （3 割） 

１，０９８円 

（１割） 

２，１９５円 

（２割） 

３，２９２円 

  （3 割） 

１，１２５円 

（１割） 

２，２５０円 

（２割） 

３，３７４円 

  （3 割） 

１，２７７円 

（１割） 

２，５５３円 

（２割） 

３，８３０円 

  （3 割） 

１，３１７円 

（１割） 

２，６３４円 

（２割） 

３，９５０円 

  （3 割） 

要介護

４ 

７４７円 

（１割） 

１，４9４円 

（２割） 

２，２４１円 

  （3 割） 

７８２円 

 （１割） 

１，５６４円 

（２割） 

２，３4６円 

  （3 割） 

１，１９５円 

（１割） 

２，３８９円 

（２割） 

３，５８３円 

  （3 割） 

１，２２５円 

（１割） 

２，４５０円 

（２割） 

３，６７５円 

  （3 割） 

１，３９２円 

（１割） 

２，７８３円 

（２割） 

４，１７５円 

  （3 割） 

１，４３７円 

（１割） 

２，８７４円 

（２割） 

４，３１１円 

  （3 割） 

要介護

５ 

８０４円 

（１割） 

１，６０８円 

（２割） 

２，４１２円 

  （3 割） 

８４３円 

 （１割） 

１，６８６円 

（２割） 

２，５２９円 

  （3 割） 

１，２９３円 

（１割） 

２，５８５円 

（２割） 

３，８７７円 

  （3 割） 

１，３２５円 

（１割） 

２，６５０円 

（２割） 

３，９７５円 

  （3 割） 

１，５０６円 

（１割） 

３，０１１円 

（２割） 

４，５１７円 

  （3 割） 

１，５５３円 

（１割） 

３，１０６円 

（２割） 

４，６５９円 

  （3 割） 

２～３時間未満のサービス提供については、４～５時間未満の額の６３／１００ 

当該サービスの提供は、心身の状況その他本人のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が
困難である方に対して実施するものです。 



各種加算 

種  類 料 金 加 算 の 内 容 

入浴介助加算Ⅰ 

 43 円（１割） 

85 円（２割） 

１27 円（３割） 

(１日につき) 

入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合

に算定します。 

入浴介助加算Ⅱ 

５８円（1 割） 

116 円（2 割） 

174 円（3 割） 

（1 日につき） 

医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、

介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問し、

浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価

していること。この際、利用者の居宅の浴室

が、利用者自身又は家族等の介助により入浴

を行うことが難しい環境にある場合は、訪問

した医師等が、浴室の環境整備に係る助言を

行うこと。利用者の居宅を訪問した医師等と

連携の下で、利用者の身体の状況や訪問によ

り把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏

まえた個別の入浴計画を作成すること。入浴

計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の

状況に近い環境にて、入浴介助を行なった場

合に算定します。 

サービス提供体制強化(Ⅰ) 

 ２４円（１割） 

 ４７円（２割） 

 ７０円（３割） 

(１回につき) 

当事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が７０％以上、または勤続１

０年以上の介護福祉士の割合が２５％以上を

満たしている場合に算定します。 

サービス提供体制強化(Ⅱ) 

 １９円（１割） 

 ３８円（２割） 

 57 円（３割） 

(１回につき) 

当事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が６０％以上を満たしている

場合に算定します。 

サービス提供体制強化(Ⅲ) 

 ７円（１割） 

 １３円（２割） 

 １９円（３割） 

(１回につき) 

当事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が５０％以上、常勤職員が７

５％以上、勤続年数７年以上が３０％以上、

いずれかを満たしている場合に算定します。 

送迎減算 

－５０円（１割） 

－９９円（２割） 

―１４９円（３割） 

（片道） 

施設送迎を行わない場合、家族等が送迎を行

った場合に減算 

個別機能訓練加算Ⅰ 

 ２９円（１割） 

 ５７円（２割） 

 ８６円（３割） 

(１日につき) 

利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当

該計画に基づき、計画的に機能訓練を行なっ

ている場合に算定します。 

個別機能訓練加算Ⅱ 

 ２２円（１割） 

 ４３円（２割） 

 ６４円（３割） 

(１日につき) 

（Ⅰ）の要件を満たし、個別機能訓練計画の

内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓

練の実施に当たって、当該情報その他機能訓

練の適切かつ有効な実施のために必要な情報

を活用した場合に算定します。。 

ADL 維持等加算Ⅰ 

３２円（１割） 

 ６４円（２割） 

 ９５円（３割） 

(１月につき) 

イ.利用者(評価対象利用期間が６月を超える

者）の総数が10人以上であること 

ロ.利用者全員について、利用開始月と、当該

月の翌月から起算して６月目において、適切

に評価できる者がADL値を測定し、測定した



日が属する月ごとに厚生労働省に提出してい

ること。 

ハ.利用開始月の翌月から起算して６月目の月

に測定したＡＤＬ値から利用開始月に測定し

たＡＤＬ値を控除して得た値に、初月のADL

値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を

加えたＡＤＬ利得の上位及び下位それぞれ１

割の者を除く評価対象利用者のＡＤＬ利得を

平均して得た値が、１以上である場合に算定

します。 

ADL 維持等加算Ⅱ 

６４円（１割） 

 １２７円（２割） 

 １９０円（３割） 

(１月につき) 

加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと 

評価対象利用者の ADL 利得を平均して得

た値（加算(Ⅰ）のハと同様に算出した値）

が２以上である場合に算定します。 

若年性認知症利用者受入加算 

６４円（１割） 

 １２７円（２割） 

 １９０円（３割） 

(１日につき) 

40歳以上65歳未満の方。脳血管疾患、ア

ルツハイマー病、その他の要因に基づく脳

の器質的な変化により日常生活に支障が生

じる程度にまで記憶機能及びその他の認知

機能が低下した状態の方の場合に算定しま

す。 

生活機能向上連携加算Ⅰ

 １０６円（１割） 

２１１円（２割） 

３１７円（３割） 

(１月につき) 

訪問・通所リハビリテーションを実施してい

る事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の理学療法士等や医師から

の助言を受けることができる体制を構築し、

助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活

機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を

作成等すること。 

理学療法士等や医師は、通所リハビリテーシ

ョン等のサービス提供の場又は ICT を活用し

た動画等により、利用者の状態を把握した上

で、助言を行なった場合に算定します。 

生活機能向上連携加算Ⅱ

 ２１１円（1 割） 

４２２円（2 割） 

６３３円（3 割） 

（1 月につき） 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師

からの助言を受けることができる体制を構築

し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が

生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計

画を作成した場合に算定します。 

栄養アセスメント加算 
 

 53 円（１割） 

 １０６円（２割） 

 １５９円（３割） 

（1 月につき） 

当該事業所の従業者として又は外部との連携

により管理栄養士を１名以上配置しているこ

と。管理栄養士、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して栄養アセ

スメントを実施し、当該利用者又はその家族

に対してその結果を説明し、相談等に必要に

応じ対応すること。利用者ごとの栄養状態等

の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実

施に当たって、当該情報その他栄養管理の適

切かつ有効な実施のために必要な情報を 

活用している場合に算定します。
 

栄養改善加算 

２１１円（1 割） 

４２２円（2 割） 

６３３円（3 割） 

（月に 2 回） 

栄養改善サービスの提供に当たって、必要に

応じ居宅を訪問した場合に算定します。 



口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ 

２２円（１割） 

 ４３円（２割） 

 ６４円（３割） 

（6 月に 1 回） 

① 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利

用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態につ

いて確認を行い、当該利用者の口腔の健康状

態に関する情報を当該利用者を担当する介護

支援専門員に提供していること。 

② 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利

用中６月ごとに利用者の栄養状態について確

認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情

報を当該利用者を担当する介護支援専門員に

提供している場合に算定します。 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 

６円（１割） 

 １１円（２割） 

 １６円（３割） 

（6 月に 1 回） 

上記、①または②に適合する場合に算定しま

す。 

口腔機能向上加算Ⅰ 

１５９円（１割） 

 ３１７円（２割） 

 ４７５円（３割） 

（月に 2 回） 

口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取

などの口腔機能の低下が認められる状態、ま

たは口腔機能が低下する恐れがあるご利用者

に対し、口腔機能改善管理指導計画を作成、

個別での口腔体操・口腔ケアなどの指導を行

った場合に算定します。 

口腔機能向上加算Ⅱ 

１６９円（１割） 

 ３３８円（２割） 

 ５０７円（３割） 

（月に 2 回） 

（Ⅰ）の要件を満たし、口腔機能改善管理指

導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔

機能向上サービスの実施にあたって当該情報

その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用している場合に算

定します。 

科学的介護推進体制加算 

４３円（１割） 

 ８５円（２割） 

 １２７円（３割） 

（1 月につき） 

入所者毎の心身の状態等の基本的な情報を、

厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス

計画を見直すなど、サービスの提供に当たっ

て、基本的情報、その他サービスを適切かつ

有効に提供するために必要な情報を活用して

いる場合算定します 

高齢者虐待防止措置未実施 

減算 

所定単位数の 

１００分の 1 に 

相当する単位数を 

減算 

減 

施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待

防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほ

か、ハラスメント等のストレス対策に関する

研修を実施できることや、同事業による相談

窓口について、高齢者本人とその家族だけで

なく介護職員等も利用できることを明確化す

るなど、高齢者虐待防止に向けた対策の充実

を図る。虐待の発生又はその再発を防止する

ための措置、委員会の開催、指針の整備、研

修の実施、担当者を定めることが講じられて

いない場合に基本報酬を減算されます 

業務継続計画未実施減算 

 ＊令和 7 年 4 月 1 日から適用 

所定単位数の 

１００分の 1 に 

相当する単位数を 

減算 

感染症や災害が発生した場合であっても、必

要な介護サービスを継続的に提供できる体制

を構築するため、業務継続に向けた計画の策

定の徹底を求める観点から、感染症若しくは

災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未

策定の場合、基本報酬を減算されます。 

 

https://rehaplan.jp/articles/190


介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

〔基本サービス費に
各種加算減算を加え
た総サービス費用〕
×加算率１８．１％
×負担割合 

介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回

る介護職員等の賃金改善に関する計画を策定

し、厚生労働大臣が別に定める基準に適合し

ているため、下記の加算を算定します。 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

〔基本サービス費に
各種加算減算を加え
た総サービス費用〕
×加算率１７．４％
×負担割合 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

〔基本サービス費に
各種加算減算を加え
た総サービス費用〕
×加算率１５．0％
×負担割合 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

基本サービス費に各
種加算減算を加えた
総サービス費用〕×
加算率１２．２％×
負担割合 

 

（２）その他の利用料（介護保険適用外の全額自費分） 

項目 料金 備考 

食 費 
昼食  ６９０円（１食） 

1 日食費合計 ８００円 
おやつ  １１０円（１食） 

有料行事等参加費 内容により変動 
任意参加の有料行事等に参加された

場合のみ 

お む つ 代 １８７円（１枚） 当事業所にて用意した場合のみ 

文 書 代 １，６５０円 利用料金証明書発行等 

延長利用料 ３０分毎に 5０９円 

サービス提供時間（９時１５分～１６時４

５分）を越える利用で緊急やむを得ない場

合に限り８時～２０時の間で対応 

食    費 夕食 ７００円（１食）
 

延長利用時に希望された場合 

 

 

 

 

 



８．利用料金の支払期限と支払方法 

支 払 時 期 自動引き落としの場合、原則毎月２５日に引き落としです。 

支 払 方 法 

１．自動引き落とし 

 滋賀銀行もしくはゆうちょ銀行の口座により「自動引き落とし」

をします。 

２．指定口座への振込 

 振込先   滋賀銀行 志賀町支店   預金種目 普通預金 

 口座番号  ２５３６６９ 

 口座名義人 医療法人 湖青会（ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝ ｺｾｲｶｲ） 

        

※利用料金については、利用月の翌月１５日頃に請求書を郵送致します。
 

 

９．非常・災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「志賀の里 消防計画」に基づき対応を行います。 

避 難 訓 練 
別途定める「志賀の里 消防計画」に基づき、年 2 回の避難訓練

を利用者も参加して行います。 

 

1０．緊急時の対応 

（介護予防）認知症対応型通所介護サービス提供中に、本人の病状に急変が生じた場合は、主治医、

本人に係る介護支援専門員ならびに家族等へ連絡します。 

1１．事故発生時の対応 

当事業所は、事故が発生しないよう可能な限り配慮しますが、本人の症状（認知症等）ないし身体の

能力により、事業所利用中に事故が発生した場合は、速やかに保険者及び関係各機関ならびに家族ま

たは緊急連絡先へ連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

 

１２．非常災害等の発生の際の連携・協力体制について 

事業所は、非常災害等の発生の際に、その事業を継続することができるよう、近隣の社会福祉施設等

と連携し、お互い協力することができる体制を構築するよう努めます。 

 

 

 

 



１３．相談・苦情窓口 

相談や苦情などがございましたら、当事業所の窓口までご遠慮なくお申し出ください。 

相 談 窓 口 

志賀の里デイサービスセンター 

電話 （０７７）５９４－０３２６ 

FAX （０７７）５９４－０３３３ 

 担当者 澤井 ゆかり（サワイ ユカリ） 

  

当事業所の他に、相談や苦情などについては下記の行政窓口があります。 

大  津  市 

介 護 保 険 課 

大津市御陵町３番１号 

電話 （０７７）５２８―２７５３ 

受付時間：午前９時～午後５時（土曜日・日曜日・祝日を除く） 

滋 賀 県 国 民 健 康 保 険 

団 体 連 合 会 

大津市中央四丁目 5－9 滋賀国保会館内 

電話 （０７７）５１０―６６０５ 

受付時間：午前９時～午後５時（土曜日・日曜日・祝日除く） 

滋賀県運営適正化委員 会 

(あんしん・なっとく委員会) 

草津市笠山七丁目８－１３８(県立長寿社会福祉センター内) 

電話 （０７７）５６７－４１０７ 

受付時間：月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

 

1４．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。外部機関からの第三者評価

に限らず、事業所が自己評価を行い、結果を運営推進会議に報告した上で公表します。 

第三者評価をした場合の公表（直近）      

         実施した直近の年月日： 令和  年  月  日  

         実施した評価機関名 ：              

         評価結果の開示状況 ：              

 

１５．人権擁護、虐待防止等のための取組み 

事業者は、本人の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うと

ともに、事業所の従業者に対し、研修の機会を確保します。 

 

１６．介護保険サービスからの暴力団排除 

事業所を運営する法人の役員及び事業所の管理者・従業者は、暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）であってはなりません。また、事業

所の運営について、暴力団員の支配を受けません。 



１７．秘密の保持 

 ① 事業所職員に対して、事業所職員である期間および事業所職員でなくなった後においても、正当

な理由が無く、その業務上知り得た本人又はその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適

時行うほか、入職時に誓約書を提出しているため、万が一事業所職員等が本規定に反した場合は、

医療法人湖青会 就業規則に基づき懲戒処分等に処する。 

② 事業所は、サービス担当者会議等において、本人又はその家族の個人情報を用いる場合は、それ

ぞれの同意をあらかじめ文書により確認いたします。 

 

１８．ハラスメント防止対策  

① 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。  

② 利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャ

ルハラスメントなどの行為を禁止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和６年４月１日改定 

令和６年４月 1 日介護報酬改定に伴う同意書 

 

 

（介護予防）認知症対応型通所介護 重要事項説明書により、貴事業所が提供する介護サービスに

ついて説明を受けました。  

 

   

                         令和   年   月   日 

 

① 利用予定者（以下の１または２のいずれかを〇で囲んでください。） 

１． 代理人または成年後見人を選任しません。 

２． 代理人または成年後見人を選任し、この重要事項説明を受ける権限を委任します。 

（下記②を選任） 

 

住 所                               

 

氏 名                  印  

 

② 利用予定者 代理人・成年後見人（選任されている場合はいずれかを〇で囲んでください） 

住 所                               

 

氏 名                  印  

 

     続 柄                      

 

  

（介護予防）認知症対応型通所介護 重要事項説明書により、当事業所が提供する介護サービスに 

ついて説明をしました。 

 

（事業者） 

 

所 在 地  滋賀県大津市和邇高城２７０番地の２ 

 

事業所名   医療法人湖青会 

 

            志賀の里デイサービスセンター 

 

 

説明者名                    印 


